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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，公益社団法人自動

車技術会（JSAE）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改

正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格であ

る。 

これによって，JIS D 0802:2002 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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序文 

この規格は，2013 年に第 2 版として発行された ISO 15623 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

前方車両衝突警報システム（以下，FVCWS という。）の主な機能は，当該車両の走行進路上に存在する

前方車両に対して，当該車両が潜在的危険状態になる状況に遭遇したときに，運転者に警報することであ

る。この FVCWS は，次の情報を使用して機能する。 

a) 前方車両までの距離。 

b) 衝突に至るまでの予想時間。 

c) 前方車両が当該車両の進路上にあるかどうか。 

取得した情報を基に，制御システムが図 1 の“目標車両選択及び警報必要性判断”に従って判定し，運

転者に警報を発する。 

 

図 1－FVCWS の機能要素 

 

世界の自動車製造業者及び自動車部品供給業者は，これら FVCWS の開発及び商品化を追い求めている。

幾つかの国ではこの種のシステムは既に市場に導入されている。1994 年，関係諸国間でこのような規格化

の努力が開始された。この規格は，FVCWS の基本的な要求事項及び試験方法だけを取り扱う構成として

いる。この規格は，更に機能を発展させたシステム及びこの規格を拡張したシステム規格の基礎として使

用することもできる。 

当該車両の動作，

 運転者の行動 

前方車両の動作 警報 
目標車両選択 

及び警報必要性判断


